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小牧市規則第２２号  

 



   小牧市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則    

                                  

 小牧市国民健康保険税条例施行規則（昭和４１年小牧市規則第７号）の

一部を次のように改正する。 

 別表４の項を次のように改める。  
４  当該年の総所得金額等が前年

中の総所 得金額等 の１００ 分の

５０以下になる場合であつて、前

年中の総 所得金額 等が４０ ０万

円以下であり、かつ、次の各号の

いずれか に該当す るとき。 ただ

し、条例第２６条の２の規定の適

用がある場合を除く 

 

(1) 当該年の総所得金額等が５０

万円以下 に減少す ると認め られ

る場合 

納付額の １００分 の５０に 相当

する額  

(2) 当該年の総所得金額等が５０

万円を超 え１００ 万円以下 に減

少すると認められる場合 

納付額の １００分 の３０に 相当

する額  

(3) 当該年の総所得金額等が１００

万円を超え２００万円以下に減

少すると認められる場合  

納付額の １００分 の１５に 相当

する額  

別表５の項中 

「 基礎課税額に係る被保険者均等割額及び世帯別平等割額、後期高齢者

支援金等課税額に係る被保険者均等割額及び世帯別平等割額並びに介護

納付金課税額に係る被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額（条

例第２６条第１項、第２項及び第３項の減額がある場合は、その減額後の

額）の１００分の５０に相当する額 

を 

「 条例第２６条第１項第１号の減額がある場合 納付額の１００分の 

５０に相当する額 

条例第２６条第１項第２号の減額がある場合 納付額の１００分の 

４０に相当する額 

」 



条例第２６条第１項第１号又は第２号の減額がない場合 納付額の

１００分の３０に相当する額 

に改め、同表６の項中「及び介護納付金課税額」を「、介護納付金課税額及び

子ども・子育て支援納付金課税額」に改め、同表７の項中「及び後期高齢者支

援金等課税額」を「、後期高齢者支援金等課税額に係る所得割額及び子ども・

子育て支援納付金課税額」に改め、同表８の項中「並びに後期高齢者支援金

等課税額」を「、後期高齢者支援金等課税額」に、「の合算額（」を「、子ど

も・子育て支援納付金課税額に係る所得割額及び被保険者均等割額（被保険者

の資格を取得した日の属する月以後２年を経過する月までの分に限る。）

の１００分の５０に相当する額（同号の減額がある場合は、１００分の３０

に相当する額）並びに１８歳以上被保険者均等割額（被保険者の資格を取得

した日の属する月以後２年を経過する月までの分に限る。）の１００分の

５０に相当する額（同号の減額がある場合は、１００分の３０に相当する額）

の合算額（」に、「及び後期高齢者支援金等課税額」を「、後期高齢者支援金

等課税額」に、「の合算額を」を「及び子ども・子育て支援納付金課税額に係

る世帯別平等割額（被保険者の資格を取得した日の属する月以後２年を経過

する月までの分に限る。）の１００分の５０に相当する額（特定継続世帯に該

当する場合又は同号ケ(ｱ)若しくはケ(ｳ)の減額がある場合は 、それぞ れ  

１００分の２５又は１００分の３０若しくは１００分の１０に相当する額）

の合算額を」に改める。 

様式第１中  
「         「  

低 所 得 者  
軽 減  

を  軽 減 額   に、  

        」         」  
「           「  

介 護 分 ③ (円 )   
 
 
 
 
 

介 護 分 ③ (円 )  子 ど も ・ 子 育 て 分 ④ (円 )   
 
 
 
 
 

        

        

        

        

        

」 



                                        

          」                  」  
「           「  

介護分   介護分  子ども・子育て分   

％   ％  ％   
％  を  ％  ％  に、  
円   円  円   
円   円  円   

」                   」  
「３３万円」を「基礎控除額４３万円」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の小牧市国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和８年度以

後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民

健康保険税については、なお従前の例による。 

人   人     
 
 

を  

人   人    人   人     
 
 

に、  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        


